
警戒区域内への立入りを希望される団体の皆様

民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関する

ガイドラインについて

３月１１日に発生した東日本大震災により、住民の方のみならずペット等の動物も大き

な被害を受けました。特に、福島県におきましては、福島第一原子力発電所の事故も発生

し、住民の方々は着の身着のままで避難せざるを得ず、多くの動物たちが警戒区域内に取

り残されました。

環境省及び福島県は、警戒区域内の住民の一時立入りに連動させた被災ペットの保護活

動等を行ってまいりましたが、今もなお保護を必要としているペットが警戒区域内に残さ

れている状況です。環境省及び福島県は、今後も全国の自治体、獣医師、その他の方々の

ご協力を得ながら保護活動を継続していきますが、厳冬期を迎え、ペットたちの緊急保護

が必要なことから、この度、関係機関と調整した結果、民間団体の皆様のご協力もいただ

きながら被災ペットの保護活動を実施することになり、今般、別添のとおり、立入りに当

たってのガイドラインを定めました。

警戒区域内は、住民自身も立入りが厳しく制限されており、治安維持の観点から、許可

。 、 、による立入りも極めて限定的に行われてきた地域です そのため 今回のガイドラインは

保護活動がルールに則って行われ、また、住民や地元市町村の不安を惹起することのない

よう配慮したものであることをご理解下さい。

行政と民間団体、また民間団体同士が心を一つにして、少しでも多くの動物たちを救い

たいと考えておりますので、別添のガイドラインをご確認、ご了承の上、ご協力いただけ

る場合には、ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

今回の取り組みは、過去に事例のないもののため、立入期間を限定して実施いたします

が、今回の取り組みを成功させることができますよう、何卒ご理解、ご協力をお願い申し

上げます。

平成２３年１２月５日

環境省動物愛護管理室

福島県食品生活衛生課
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１ 趣旨

東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に伴い、原子力災害対策特別措置法第

２８条第２項において読み替えて適用される災害対策基本法第６３条第１項の規定に基

づき設定された警戒区域（以下「警戒区域」という ）に取り残された被災ペット等に。

ついて、動物愛護の観点から、厳寒期を前に少しでも多くの命を救うための保護活動を

行うことができる民間団体の資格要件及び実施に係る規定を以下のとおり定める。

２ ガイドラインの適用期間

平成２３年１２月５日(月)から１２月２７日(火)までの期間

３ 作業内容

（１）保護対象とする動物

民間団体による一斉保護の対象は、原則として飼い主から保護依頼があった被災ペ

ット（犬ねこ等の家庭動物のみ）とする。ただし、衰弱等緊急の保護を要する個体に

ついてはこの限りではない。

（２）作業

警戒区域内に取り残された被災ペット（犬ねこ等の家庭動物のみ）の保護及び持ち

出し並びに保護等に繋がる給餌、給水等の作業を行う。

なお、作業時間は午前９時３０分から午後３時３０分までの間の５時間以内を限度

とする。

４ 公益立入の申請手順

、 、 、公益立入の申請窓口は 立入場所を所管する各市町村となるが 市町村への申請前に

必ず下記の書類を作成の上、福島県食品生活衛生課へ持参または郵送にて提出し、環境

省及び福島県の承認を受けること。

（１）書類の受付期間

平成２３年１２月６日(火)から１２月２０日(火)まで

（２）提出先

福島県保健福祉部食品生活衛生課

〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６(福島県庁西庁舎４階)

（３）提出する書類

・飼い主からの保護依頼が分かる委任状（委任者・代理人それぞれの氏名・住所・連絡

先、委任事項、保護を依頼する動物の種類・頭数、委任年月日を記載したもの）

・保護計画書［様式１ （申請団体名、代表者名、団体の住所・連絡先、立入者全員の］

氏名・住所・連絡先、保護対象動物の飼い主の氏名・住所・連絡先、保護対象動物の

種類・毛色・大きさ・立入場所、立入車両台数等、工程表、保護動物の収容場所、捕



獲の手法、保護した動物の収容施設の規模、申請時の保護収容頭数、飼育管理方法、

。（ 、施設の外観及び室内の飼育状況が分かる写真 団体及び飼い主の連絡先については

環境省または福島県から問い合わせる場合があるため、対応可能な連絡先とするこ

と ）。

・法人の確認書類（確認書類の有効期限は６ヶ月以内に作成されたものとする）

次のいずれかの書類

ア 登記簿謄本または抄本（写しを含む）

イ 全部事項証明書

５ 民間団体の資格要件

申請することができる民間団体は、申請の時点で法人格を有しており、かつ次の要件

をいずれも満たす団体であること。

（１）行政機関の認証

対象となるのは、市町村長に提出する保護計画書等を、事前に福島県食品生活衛生

課に提出の上、環境省及び福島県の承認を受けた者であること。

（２）動物収容施設

対象となるのは、保護した被災ペットを飼い主自らが引き取ることができない場合

には、団体自らが管理運営する動物収容施設において飼養管理していくことができる

者であること。なお、保護した被災ペットの飼養管理は長期化する可能性もあること

から、団体が管理運営する動物収容施設については、飼い主への返還等が完了する時

点まで責任を持って適切な飼養管理を行える環境を有していること。

６ 立入申請に当たっての許可要件

・許可を受ける期間は、１週間以内を限度する。１週間を超える許可を得ようとする場

合は、改めて保護計画書等を作成し、福島県食品生活衛生課へ提出の上、環境省及び

福島県の承認を得て、許可申請を行うものとする。なお、再申請の際には、申請時に

おける保護実績報告（記載事項は、７（７）と同様とする ）を添付すること。。

・立入者は、３（２）の作業に従事するものに限る。

・許可申請を受けて立ち入ることができる車両の数は、１団体あたり 台を限度とす10
る。

・許可申請に当たっては、本ガイドラインに示す「７ 作業に当たっての遵守事項」に

ついての誓約書［様式３］を提出する。遵守事項に違反した場合は、即時立入許可を

取り消すほか、以後立入許可は与えないものとする。

７ 作業に当たっての遵守事項

（１）公益立入に関する注意事項

該当する市町村がホームページ等で公表している「公益立入に関する注意事項」を

遵守すること。

（２）立入ポイント通過の遵守

警戒区域への入退出に利用できるポイントは、次の２箇所のみとする。



ただし、入退出は同一のポイントとする。

ア 南相馬市原町区米々沢字沼田２９－１先に設けられた国道６号線の検問所

イ 双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸１先に設けられた国道６号線の検問所

なお、入退出時には、立入ポイントにおいて、環境省及び福島県の職員における車

両確認（車内も含む ）を受けるものとする。。

また、警戒区域内で環境省または福島県職員から活動内容の確認のため質問等を受

けた場合には、これに応じなければならない。

（３）立入車両の標識

警戒区域内に立ち入る車両には、車のアンテナ部等に目印となる黄色のリボンを装

着すること。

（４）警戒区域内での禁止行為

警戒区域内では次の行為を禁止するものとする。

ア 喫煙および火気を使用すること。

イ 器物に損害を与えること。

ウ 建物内に立ち入ること。

エ 警戒区域内に置かれている物品を使用すること。

オ 犬ねこ等の家庭動物以外の物を持ち出すこと。だたし、保護の作業に伴い発生し

た廃棄物を除くものとする。

（５）所持品の制限

立入者は、被災ペットの保護に必要な器具機材以外の物品を警戒区域内に持ち込む

ことはできない。

（６）報告書の提出

、 、 ［ ］保護活動を認められた民間団体は 立入期間終了後速やかに 実績報告書 様式２

（団体名、代表者名、住所、連絡先、立入者全員の氏名、保護した動物の飼い主の氏

名、住所、保護した日時、場所（地域名等詳細に 、保護動物の特徴、写真（電子デ）

ータ 、保護動物の収容場所等）を福島県食品生活衛生課に提出すること。）

なお、保護活動期間中に環境省または福島県からの求めがあった場合は、その時点

までの保護状況について速やかに報告するものとする。

（７）持ち出し後の収容及び飼養

保護活動を認められた民間団体は、自己の責任において当該被災ペットの飼養管理

を行うこと。

また、依頼者に対しては、出来るだけ早い時期に当該被災ペットを引き渡すものと

し、飼い主への返還等が完了した時点で、相双保健福祉事務所に届け出ること。

なお、３（１）により緊急的に保護した動物についても、自己責任のもと飼養管理

を行うとともに、被災ペットの遺失者の所有権の保護を逸することのないよう、自身

、 、 、 、 、のホームページ等で対象動物に関する情報(保護の場所 動物種 種類 毛色 性別

、その他の特徴等当該動物を個体識別できる写真及び現在の収容場所)を公表するほか

その内容を相双保健福祉事務所にも届け出ること。また、飼い主への返還等が完了し

た時点においても同様に相双保健福祉事務所に届け出ること。

（８）環境保全の遵守



保護活動を認められた民間団体は、活動期間中に使用した餌の空袋の他、活動によ

って発生した廃棄物については、自らの活動終了までの間に回収すること。

また、他者の使用した餌のものであっても積極的に回収し、環境の保全に努めるこ

と。

（９）警戒区域内における秩序の確保

立入者は、警戒区域内での作業にあたっては、行政機関、事業者等の業務や住民の

一時立入りの支障となるような行為や法令に違反する行為、また他の民間団体とのト

ラブルなど秩序を乱す行為を行わないこと。また、損害賠償等が発生する事態が生じ

た場合は、自己の責任において対処することとし、必ず福島県食品生活衛生課へ届け

出ること。

（ ）スクリーニングの実施10
業務終了後は、自らの責任において立入車両及び保護動物のスクリーニングを実施

すること。

８ 行政による巡視

警戒区域内での民間による保護活動実施期間中は、環境省及び福島県が区域内を巡視

するものとする。また、この中で違反行為を発見した場合には、直ちに作業を中止させ

ることがある。

９ 許可の取り消し

保護活動を認められた民間団体が上記の規定に違反した場合には、環境省及び福島県

の要請に基づき、市町村長は、立入りの許可を取り消すものとする。

その他10
保護活動を認められた民間団体は、警戒区域内における車両の走行及び保護活動等の

際は事故がないように十分留意するとともに、事故を起こした場合は、自己の責任にお

いて対処するものとする。

＜保護計画書等、実績報告書の提出先＞

福島県保健福祉部食品生活衛生課

〒９６０－８６７０

福島県福島市杉妻町２－１６

受付時間：平日９時～１７時

＜ガイドラインに関する問い合わせ先＞

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

（ ）TEL:０３－３５８１－３３５１ 内線：６４２９

福島県保健福祉部食品生活衛生課

０２４－５２１－７２４５TEL:


